
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（４７８） 

２．日 時：令和５年３月２８日 １４時００分～１６時２０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

宮本上席安全審査官、秋本安全審査官※、大塚安全審査官、 

小野安全審査官、上田審査チーム員、 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 担当部長（安全技術担当）、他１４名 

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）※、他６名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言解除を踏まえた原子力規制委員会の対応について」（令和４年

３月９日 第７０回原子力規制委員会配付資料）に基づき、一部対面で実施し

た。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合方針について 第6条外部

からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 

（２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対

象施設等）第６条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）（ＤＢ０６

２Ｔ ｒ．５．０） 

（３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対

象施設等）比較表 第６条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）（Ｄ

Ｂ０６２Ｔ－９ ｒ．５．０） 

（４）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第6条 外部からの衝撃

による損傷の防止（竜巻）） 

（５）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第6条 

外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 

（６）泊発電所３号炉 今回提出の審査資料に対する記載適正化予定リスト 

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻） 



 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 はい。 

0:00:02 規制庁大塚です。それでは北海道電力泊発電所 3号炉の、 

0:00:06 設置変更許可申請の、六条竜巻、 

0:00:10 に係るヒアリングを開始したいと思います。それではまず事業者側から

説明をお願いします。 

0:00:17 北海道電力の林でございます。 

0:00:20 六条竜巻につきましては本日ヒアリング 2回目ということになりますの

で、 

0:00:26 まずはですね、ヒアリングコメント、前回コメントの回答をさせていた

だきたいと思ってございます。 

0:00:33 そのあとパワーポイントの方もご用意してございますので、パワーポイ

ントのほうもご説明させていただきたいと思ってございます。 

0:00:42 本日お手元にですね、適正化予定リストをお配りしてございます。 

0:00:50 これ竜巻検討地域キーの日本海側の定義の方をですね少し確認させてい

ただきまして、もともと 

0:01:00 北九州で発生した竜巻に含めていなかったということでそういう書いて

ございましたけども、少しそういう理由適切ではなかったということで

変更させていただいております。 

0:01:13 これについては次回ですね反映したものをお出しすることで考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

0:01:22 それでは 

0:01:24 資料番号でいきますと 1－4、ヒアリングコメントの回答リストをの方か

らご説明させていただきます。 

0:01:32 まず一つ目のコメントでございます。これ外部事象防護対象施設を内包

する区画についてでございますけども、 

0:01:42 幾つか建屋ございますが、設計飛来物がですね、一部の壁等貫通する建

屋というものと、 

0:01:52 貫通しないという建屋ございますけどももともと前回お出しした、 

0:01:58 基本方針の方にはですね、同じ記載をしてございまして、適切な記載に

するようと。 

0:02:08 いうことでコメントをいただいたものでございます。 

0:02:12 回答概要のところですけども 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:16 設計、飛来物が貫通しないものは外部事象、外部主映写系建屋というこ

とでそれ以外の建屋については、一部壁等貫通するという状況でござい

ますので、 

0:02:29 まずはですね、項目、記載の項目を外部社系建屋と、それ以外という建

屋に分けさせていただきまして、 

0:02:38 下段の方に追記内容でただし書き、記載してございますけども、これ大

井さんの審査実績を踏まえてですね、 

0:02:47 この記載を追加することで設計方針に記載してございます。 

0:02:53 続きましてナンバー2でございますけども、これは 

0:02:58 随伴事象のですね火災と、溢水についてのコメントでございまして、 

0:03:05 女川 2号炉の方では、外部事象防護対象施設を設置している区画の開口

部に対して防護鋼板等を設置して、 

0:03:17 飛来物は侵入しないということを書いてございます。それに対して泊 3

号炉では、一部区画に飛来物が侵入しますので、 

0:03:27 その辺がですね、前回提出したものではちょっとす層位理由がわかりに

くいということで、 

0:03:33 ご指摘をいただいてございます。 

0:03:36 回答概要の方に記載してございますけども火災も溢水も同様の記載にさ

せていただいておりますけども、 

0:03:44 外部事象防護対象施設が設置さしされている区画の開口部に対しては女

川では飛来物防護対策を行っているということで飛来物侵入しないとい

うことですがまとまりは、 

0:03:57 一部区画に飛来物が侵入するということで、 

0:04:00 開口部付近にですね、飛来物がショートする発火性または引火性物質、

溢水の方でいきますと、 

0:04:09 1 水源がないことを確認しているということでこれは取りまとめた資料

の方の記載でございますけども、 

0:04:17 修正をさせていただいております。 

0:04:22 続きまして 2枚目。 

0:04:26 行きましてナンバー3ですけども、これ設計竜巻の風速を記載すること

ということでコメントいただいてございます。 

0:04:36 従来はですね、設計竜巻の最大風速は 92メーターということで、 

0:04:43 記載して、92 メーターにした上でですね、防護設計にあたっては 92 メ

ーターを安全側に切り上げた 100 メーターを用いるということで記載し

てございました。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:55 当該のところは設置許可本文に当たる部分でございましたけども、 

0:05:00 100 メーターの話は記載していましたが設計竜巻 92 メーターの話は記載

してなかったということでコメントをいただいておりました。 

0:05:09 回答概要は今申し上げた内容を従来は書いておりましたけども、 

0:05:16 少し女川さんの審査実績も踏まえてですね、 

0:05:19 基準竜巻の最大風速を安全側に切り上げて設計竜巻の最大風速を 100 メ

ーターとするということで見直させていただきましたので、 

0:05:30 防護設計にあたってっていう、記載はですね、削除させていただいて女

川さんの記載、 

0:05:39 取り入れてですね、記載を見直させていただいております。 

0:05:44 ナンバー4につきましてはこれは地すべりの語句の記載の仕方について

統一を図ることというコメントでございましたが、 

0:05:57 これ従来ですね、大井さんの審査実績を反映して津波防護施設等につい

て、竜巻影響評価の対象施設として抽出しないと、 

0:06:09 いうことで徳田市でですねここで書いてございましたけども、 

0:06:14 この前段にですね、追加で、評価対象施設に反映する、耐震Ｓクラス施

設はないということで書いてございまして、つまり、津波防護施設等に

ついても耐震Ｓクラス施設に該当しますので、 

0:06:29 同じような記載をしているという状況でした。 

0:06:33 それを踏まえまして 

0:06:36 前回記載してたこの記載はですね削除させていただいて、 

0:06:41 同様の記載は添付資料の方に記載しているということでそういう理由の

方にですね、下段に記載している記載を、 

0:06:50 追加させていただいております。 

0:06:54 ナンバー5番目ですけども、こちらは海水ポンプ及び海水ストレーナ

ー、大井さんの下、記載と、うちは泊は、 

0:07:05 建屋内に設置されているということでそういう理由に、その辺わかるよ

うに記載して欲しいということで、ご指摘をいただいたものです。 

0:07:14 回答概要のところに書いてございます通り、泊の海水ポンプ海水ストレ

ーナーは循環水ポンプ建屋内に設置されており、当該建屋は、外殻とし

ての防護機能を期待できないので、 

0:07:28 後段でですね、外殻となる施設による防護機能が期待できない施設とし

て抽出していると。 

0:07:36 いうことをそういう理由に、 

0:07:38 記載してございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:42 続いて 3枚目に参りまして、 

0:07:47 ナンバー6でございますけども、原子炉補助建屋が内包する設備として

大井伊井さんも女川さんもですね中央制御室を記載していると。 

0:07:59 に対して泊は記載してなかったと。 

0:08:02 いうことで中央制御室も記載した方がいいんではなかろうかということ

でコメントいただいております。 

0:08:10 中身検討させていただきまして同じ、同様の建屋ということで中央制御

室、他を内包するというふうにですね、当初の 

0:08:22 余熱除去ポンプ他からつく見直しをして記載するようにいたしました。 

0:08:29 7 番目ですけども、これは海水ポンプを内包する建屋間の防護方針につ

いてということでコメントいただいたものです。 

0:08:43 従来はですね地震側、第 4条、における整理を踏まえまして海水ポンプ

海水ポンプ出口ストレーナ、 

0:08:54 の間接支持構造物ということで取水ピットポンプ室と出口ストレーナー

室、これを内包する区画として抽出してございまして、 

0:09:05 その上屋部分にあたる循環水ポンプ建屋、 

0:09:09 については、波及的影響を及ぼすし、ほぼおよぼし得る施設として抽出

してございました。 

0:09:16 今回他の 6条との整合性の観点からですね、見直しをさせていただきま

して、 

0:09:25 既許可の添付書類 8においては循環水ポンプ建屋はＳＷＰ、海水ポンプ

等を収容するというふうに記載してございますので、 

0:09:36 その記載を踏まえましてですね、06 条共通の考え方。 

0:09:42 として、4条側とはですね、整理は切り離した上で、 

0:09:47 循環水ポンプ建屋を内包する区画として抽出することにしてございま

す。 

0:09:53 従来内包する区画ということで、取水ピットポンプ室等を記載してござ

いましたけども、 

0:10:00 これは循環水ポンプ建屋の地下部分に当たるということで循環水ポンプ

建屋に含めて記載しないように見直してございます。 

0:10:10 先ほども触れましたけども循環水ポンプ建屋は外殻となる施設として防

護機能を期待できないということで内包する海水ポンプ等に対してです

ね、 

0:10:20 防護対策を実施して安全機能を損なわない設計とすると。 

0:10:25 いうことを基本方針に記載してございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:30 従来ですね波及的影響をおよぼし得る施設のところの基本方針のところ

で 

0:10:39 ＣＷＰ循環水ポンプ建屋は内包する建屋だけども 

0:10:48 波及的影響で抽出しているみたいなただし書きをお記載してございまし

たが、こちらについては今の整理、見直しましたので、 

0:10:59 ただし書きは削除してございます。 

0:11:03 続いてナンバー8番ですけども、 

0:11:10 これは竜巻により積雪が飛ばされる根拠を説明することというご指摘を

いただいております。これについては竜巻以外の自然現象による荷重の

組み合わせの記載で、その中の雪のところに当たりますけども、 

0:11:29 竜巻通過前に積もった雪の大部分は竜巻で、 

0:11:35 吹き飛ばされるというふうに記載しておりました。この部分についての

コメントでございました。 

0:11:41 回答概要ですけども、マリーの設備はですね、基本的に建屋内に設置さ

れているということで、 

0:11:50 積雪荷重っていうのは建屋に基本的にはかかるということになりますけ

ども、 

0:11:56 建屋屋上の除雪につきましては、発電所周辺の 4町村、 

0:12:02 のいずれかでこういう警報発令された場合に、 

0:12:06 建屋屋上の積雪線を仮積雪深を監視して、150 センチを超えない。 

0:12:13 ようにですね、常設するという運用をしてございます。 

0:12:17 この運用においてですね積雪深が 50 センチ以上になると、除雪の準備

を開始するということで、 

0:12:26 基準を定めておりますけども、 

0:12:28 基本的にはこういうふうに 50 センチを超えたような実績がないという

ことを考慮しますと、通過前にですね、積もった結城の、 

0:12:38 大部分は、風によって飛ばされるというふうに考えてございます。ただ

し、運用上 150 センチを超えないように 

0:12:47 Ｓ除雪するということにしてございますので、 

0:12:50 評価対象の建屋については積雪量として 150 センチの荷重を組み合わせ

た荷重、 

0:12:58 に対して構造健全性が維持、維持されることを確認しているということ

でこの辺については、添付資料の 3.6 という補足資料の方にですね、 

0:13:09 整理してございます。 

0:13:14 続いて 4枚目になりますけども、ナンバー9です。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:13:19 これは設計基準事故時荷重のところについてコメントをいただいており

ます。 

0:13:27 従来ですね設計基準事故時荷重の記載については大井さんと同様の記載

としてございました。 

0:13:36 そういう理由として記載の充実ということで、端的に記載してございま

したけども、その辺、ちょっとわかりにくいということでご指摘をいた

だいておりました。 

0:13:47 回答概要ですけども、従来からですね積雪設計竜巻と設計基準事故は独

立事象だということと同時に発生する頻度は十分小さいということで、 

0:14:01 組み合わせは考慮しないということで大井さんと方針が同じだというこ

とで大井さん同様の記載にしてたんですけども、 

0:14:11 女川さんの方は適切に考慮するというふうに基本方針で書かれていて別

添資料の方にいきますとですね、 

0:14:19 同様の方針であるということが確認できましたので、 

0:14:23 記載については女川さんの審査実績を反映してですね、女川さん同様の

記載に見直してございます。 

0:14:32 №10 についても、これも同じく、設計基準事故時荷重の記載のところで

用語の統一が図られてないというご指摘をいただいておりましたが、 

0:14:44 この辺は女川さんの記載に見直した関係でこちらの記載はなくなってご

ざいます。 

0:14:52 №11 ですけどこれ適用規格について女川さんで書かれている規格で一部

泊で準拠してないものがありましたのでそこの層位利用を調査し、 

0:15:06 そういう理由を詳細に記載することというふうにコメントをいただいて

おりましたが、確認した結果ですね。 

0:15:13 泊の方でもこの適用規格を準拠しているということですので尾長さん同

様に記載する、準拠する基準類として記載してございます。 

0:15:26 続いて、5枚目ナンバー12 位ですけども、 

0:15:31 屋外施設における竜巻防護対策の記載を適正化することというコメント

をいただいております。 

0:15:39 屋外施設に対して回答概要のところですけども現状ですね屋外施設に対

する防護設計方針として必要に応じて竜巻飛来物防護対策設備または運

用による竜巻防護対策を講じる方針であると。 

0:15:56 いうふうに記載しております。 

0:15:59 これについては、屋外 3設備に対する取り得る防護対策ということで、 

0:16:06 設計方針としてですね記載しているものでして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:16:10 一方ですねここの屋外施設に対しては、竜巻防護対策について、防護ネ

ットの設置等具体的に設置することにしておりますけども、 

0:16:23 泊の場合はですね屋外施設で竜巻防護ネットを設置するものはないとい

う状況です。 

0:16:31 仮にですね、屋外の施設で、竜巻防護ネットの設置、がもしあればです

ね、 

0:16:38 冒頭の今言った設計方針のところに、 

0:16:42 竜巻防護ネットの設置による竜巻防護対策と、 

0:16:48 いうような例示をですね記載する方針ではありましたけども、現状はあ

りませんので今、冒頭で、 

0:16:58 ご説明差し上げた必要に応じて竜巻飛来物防護対策設備というような記

載にさせていただいております。 

0:17:07 なおこの方針については、外気と繋がっている施設、あと、外気等を外

殻となる施設による防護機能を期待できない施設へ波及的影響を及ぼす

施設も同様でございますので、 

0:17:21 これらも含めて適切な記載に見直しをさせていただいております。 

0:17:27 №13 については、これ、評価対象施設等の全般的に、防護設計方針がで

すね、 

0:17:36 少しわかりにくいということでご指摘をいただいておりまして、 

0:17:41 回答概要のところの取水ピットポンプスピンポンプ室等については、先

ほど循環水ポンプ建屋の方を内包する区画というふうに、 

0:17:54 させていただいたということでご説明差し上げましたのでそのように見

直しをしてございます。 

0:18:00 一部また以降で書かせていただいてます。その他の施設に関わる部分で

すけども、 

0:18:08 配管、従来配管及び弁主蒸気管室というふうに書いてたものについてで

ございますけども、これについて開口部、 

0:18:18 からですね飛来物が入ってきて防護対策を実施するというものでしたけ

ども、これ以外にもですね、 

0:18:25 同じ設計方針としてディーゼル発電機設備、発電設備等もございますの

で、 

0:18:32 これら設備を含めてですね、記載を主蒸気管系統、主蒸気系統補配管他

というふうに、 

0:18:40 名称を見直しすることを、を実施してございましてそれに伴って記載全

般ですね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:18:47 適正化をさせていただいております。 

0:18:53 等 6 枚目でございますけども、 

0:18:57 ナンバー14 で、 

0:19:01 これは燃料取扱設備についての、おー、基本、設計方針、防護設計方針

がわかりにくいということでコメント、ご指摘をいただいております。 

0:19:16 もともと従来ですね燃料取扱設備の防護設計方針として竜巻襲来が予想

される場合は、燃料取扱作業を中止すると。 

0:19:27 いうことで、燃料の構造健全性が維持され安全機能を損なわないと。 

0:19:32 いうことで書いてござい、設計とするということで書いてございました

けども、 

0:19:37 どのようにですね、コメントに記載してある通りですけども、どのよう

に構造健全性を維持するのかもわからないというような記載になってお

りましたので、 

0:19:47 回答概要の方で見直させていただいております。 

0:19:52 中、中ほど、数 4行目、以降ですかね竜巻襲来が予想される場合には、

燃料取扱作業を中止するというところまでは同じでございましてここか

らですね、 

0:20:07 燃料はということで書いてございますけども、使用済み燃料ピットクレ

ーンにて取り扱い中の燃料についてはラック、使用済み燃料ラックに貯

蔵するというのと、まず一つと、 

0:20:20 燃料移送装置で移送中の燃料はもう外部しゃへい建屋に移動すると。 

0:20:26 いうことをもって燃料の健全性を維持すると。もう一つ、使用済み燃料

ピットクレーンについては、ラックですとか、そのラックに貯蔵してる

燃料に影響を及ぼさない、待機位置に退避すると。 

0:20:41 いうことで燃料の構造健全性が維持されて、安全機能を損なわない設計

とするというふうに見直しを、記載を見直させていただいております。 

0:20:53 №15 につきましてはこれ 

0:20:58 記載がですね基本方針の中でばらついていたところでございまして、 

0:21:05 設計飛来物というふうに書いてるもの等設計飛来物である構成材とか構

成パイプとか具体的に記載している箇所と、混在してたと。 

0:21:16 いうような状況でしたのでこちらについては女川の翁長さんの審査実績

を反映して設計飛来物に統一させていただいております。 

0:21:27 №16 についてはこれは大井さんとの相違、理由のところでコメントいた

だいたものでございますけども、 
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0:21:36 泊のブローアウトパネルは原子炉建屋の壁についてますけども、隣接し

てタービン建屋がございますので、タービン建屋、 

0:21:48 に覆われている状態だということ。 

0:21:51 です。 

0:21:51 ただ大井さんの場合は屋外にブローアウトパネルが面してますんで、そ

の辺の相違がですね、わかるように、回答概要に記載の通り、修正をさ

せていただいております。 

0:22:09 当次 7、7枚目になりますけども、7枚目のナンバー17 番ですけども、 

0:22:19 これもちょっと先、竜巻飛来物に対する開口部の防護対策について防護

対象の有無、防護対策実施の有無について実績、女川の実績も含めて再

利用を適正化すると。 

0:22:36 いうことでコメントをいただいております。 

0:22:40 これについては先ほど少し触れましたけども、取りまとめした資料の方

で直しをさせていただきましたけども、竜巻随伴事象の火災と一斉に関

わる記載のところで女川さんは 

0:22:55 飛来物が侵入してこないと、外部事象防護対象施設が設置されている区

画の開口部、 

0:23:01 からは飛来物が侵入してこないと、泊は麻痺侵入してくるということ

で、 

0:23:06 その辺がわかるようにこちらについても、比較表の方の相違理由を見直

させていただいております。 

0:23:15 あと 18 番、これタービン建屋の扱いについてコメントをいただいてお

ります。 

0:23:22 これ、タービン建屋の扱いはこれまで他の六条の方でもご説明させてい

ただいておりますのでその同様、それと同様のお取り扱いをさせていた

だきます。いただいておりまして、 

0:23:36 下の方に追記内容ということでなお書き、記載してございますけど、基

本方針の方にですね、 

0:23:46 安全上支障のない期間に、タービン建屋も含めてですね、補修、 

0:23:52 等の対応を行うことで安全機能を損なわない設計とするということを基

本方針のほうに記載させていただいております。これについては島根さ

んの記載を参考にさせていただいているものでございます。 

0:24:07 ナンバー19 番ですけども、これ排気塔についての設計飛来物の衝突に関

してコメントをいただいております。 
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0:24:17 女川さんの世帯鬼頭につきましては設計飛来物が衝突して、貫通しても

閉塞することはないということで、排気機能が維持されると。 

0:24:28 維持される設計とするというふうに書かれてございます。 

0:24:33 泊も同様の記載できる、できるできないかというふうにご指摘いただい

たものですけども、泊の廃棄等については、回答概要の方ですけど変え

たい鬼頭については、 

0:24:49 事故時における環境への放射性線影響低減機能ということで、安全評価

においてですね、排気塔経由した高所放出。 

0:25:00 を期待しております。 

0:25:03 竜巻を起因として排気塔に今の申し上げた安全機能を期待する事項はで

すね発生しませんので、 

0:25:14 竜巻襲来時においては排気塔に求められる安全機能要求はないというこ

とで、 

0:25:20 考えておりまして、竜巻襲来後ですね、巡視点検でもし排気塔の損傷を

確認した場合は、応急補修、または応急補修が困難な場合はプラント、 

0:25:35 停止して補修すると。 

0:25:37 いう対応をとることに、としております。これは大井さんと同じ扱いで

ございます。 

0:25:45 なお書きで書いております。先ほど冒頭申し上げた、女川さんと同様に

排気機能を維持されるということでそういう設計とするというふうに書

けないかというところなんですけども、 

0:25:57 肺機能、 

0:25:59 貫通したとしても、してもですね、計測することはないんで、排気機能

は維持されるんですけども、 

0:26:05 上記の通り今申し上げた通りですね、排気塔の安全機能を損なわないよ

うに竜巻襲来後はですね、もし損傷が確認されたら、補修すると。 

0:26:17 いうことにしてございますのでそういうを補修するというような設計方

針に、 

0:26:24 させていただいてるということ。 

0:26:27 でございます。 

0:26:34 8 枚目ですけども、 

0:26:37 こちらも排気塔の話でございますが、20番でございます。 

0:26:42 はい。 
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0:26:44 もともとの記載は、排気塔の損傷を確認した場合にプラントを停止する

と、損傷の程度にかかわらず即停止するというふうに読めるというご指

摘をいただいてございます。 

0:26:58 回答概要の方先ほども触れましたけども、排気塔 

0:27:02 竜巻襲来後にですね排気塔の損傷を確認した場合は、 

0:27:07 これを遺産同様ですけども、応急保守または大きい保守が困難な場合プ

ラント停止をしてして補修すると。 

0:27:14 いうこととしてございます。 

0:27:16 Ｄ10、従来はですね、1ポツ 8ポツ 2.2 のところの手順に記載してござ

いましたけども、本校はですね、基準適合のための運用、 

0:27:29 手順を記載することにしてございますので、 

0:27:32 今の廃棄等の、このプラントを停止して補修するというようなところ

は、少しこれにはなじまないというふうに考えてございまして、基本方

針のところからは削除させていただいております。 

0:27:49 それに伴ってですね本項の記載については、女川さんの審査実績を反映

して、全般的な記載に見直し、見直しをさせていただいております。 

0:28:01 括弧書きで書いてございますけど具体的な内容についてはですね、別添

2というふうにに整理してございますのでここは女川さんと同様に、別

添 2に記載をしてございます。 

0:28:14 次、21 番ですけども、 

0:28:23 これ外部事象防護対象施設を内包する区画、の表を掲載してございまし

たけどもそこで女川さんの方はですね、扉の閉止等の手順を記載してい

るということで、泊。 

0:28:38 になくて泊はないのかというご指摘をいただいております。 

0:28:43 回答概要の方ですけども、周辺補機等、ディーゼル発電機建屋について

は内包する一部区画の扉を閉止期間、 

0:28:54 扉について閉止確認するという手順がございますので、 

0:28:58 その旨、 

0:29:00 追加をさせていただいております。 

0:29:02 22 番ですけども、これは動くのと、用語の統一が図られてないというご

指摘をいただいてございます。 

0:29:10 これ設計基準事故時荷重のところの記載でございましたが、先ほど来、

ご説明差し上げた通りですね、設計基準事故時荷重の記載は女川さんと

同様の記載に、 

0:29:22 見直しをさせていただいております。 
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0:29:26 最後ですけども、23 番目こちらも、用語の統一が図られてないというふ

うなことでご指摘をいただいたものです。 

0:29:36 こちらについては主蒸気逃がし弁消音器というふうに適正化をさせてい

ただいております。 

0:29:47 ヒアリングのコメントを回答については以上になります。 

0:29:53 一旦こちらで、 

0:29:55 はい。 

0:29:56 よろしいでしょうか。 

0:30:01 はい。規制庁大塚ですご説明ありがとうございました。それでは確認に

入りたいと思います。 

0:30:09 コメントリストというよりはちょっと比較表の、 

0:30:12 上から順番に確認したいんですけど、 

0:30:31 まずですね。 

0:30:33 資料 1－3の比較表の 

0:30:36 取りまとめた資料 8ですね先ほどコメント回答もあったところで、 

0:30:43 竜巻随伴事象の火災と溢水のところなんですけど、 

0:30:49 女川と違って泊は飛来物が侵入する。 

0:30:54 可能性があるということなんですけど、具体的にどこに侵入する可能性

があるのかっていうのは、資料の中でどこかで説明してる部分がありま

すでしょうか。 

0:31:05 北海道電力の林でございます。 

0:31:08 補足資料、添付資料になりますけども添付資料の 3.11 のところで、 

0:31:15 開口部からの侵入する箇所をですね、明確にしているところがございま

して、 

0:31:21 そこの部分については 

0:31:26 外部事象防護対象施設があるなしを記載しているものなんですけども、

その外部事象防護対象施設がある区画で開口部、 

0:31:37 貫通するというところはそちらの 3.11 の方でですね。 

0:31:41 記載してございます。 

0:31:45 資料のす。 

0:31:47 えーとですね。 

0:31:50 すいません、添付資料 3.1、そうですね、3.11。 

0:31:55 タイトルで言いますと、外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性が

ある建屋開口部についてっていう 

0:32:10 3．11 ですすいません。 
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0:32:12 失礼で失礼いたしました。 

0:32:16 3．11 のですね 1ページ目に表 1というのが書いてございますけども、 

0:32:22 これがですね、開口部からた飛来物が侵入し、 

0:32:29 した場合に、 

0:32:31 その周辺に設置している、外部事象防護対象施設に当たると、機能喪失

する可能性があるということで対策をするという箇所。 

0:32:42 を表にまとめておりまして、 

0:32:45 この表が 1ページ目から 2ページ目というふうに、 

0:32:49 書かれてまして、 

0:32:51 これの一番右の列にですね参照図面っていうことで図 1とか図 3とかっ

ていう記載がございますけど、これが 

0:33:04 例えば 4ページ目下にいきますとＩＩ1というふうにちょっと小さいで

すけども、図 1というふうに書かれていて、 

0:33:12 この赤のところが開口部になってございましてここから飛来物が侵入す

ると。 

0:33:19 中の、外部事象防護対象施設、 

0:33:23 2 を損傷させる必要があるということでこの部分が飛来物が侵入する可

能性がある。 

0:33:30 区画と、 

0:33:31 いうことになります。 

0:33:36 これについて対策をするようにしてございます。 

0:33:49 規制庁大塚です。対策っていうのは、具体的にどういった対策でしたっ

け。 

0:33:55 すいません北海道電力の林です。例えば今、ご覧いただきました、図 1

のところのディーゼル発電機のところ、ちょっと見づらい、小さくて見

づらいかもしれないです。 

0:34:08 右の方にですね①②っていうふうにディーゼル発電機室の扉っていうこ

とで、 

0:34:16 書いてる部分ございますけども、 

0:34:18 こちらについては扉をですね、今 

0:34:24 もともと薄い扉でしたので貫通してしまうんですけども、少し厚さを増

してですね、貫通しない厚さの扉に変えるですとか、 

0:34:34 他に他のところで例えば今見ていただいてるところの下側にマルＢとか

ですね、上側にマルＡとか、換気高とかは、ごめんなさい、排気孔とか

書いてるところありますけども、 
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0:34:50 こちらについては開口部の周りを 

0:34:53 後半で、貫通しない鋼板でこう、覆いんような形で、 

0:34:59 防護対策を実施するというような形で、扉でを変えて防護対策をしたり

後半で、 

0:35:06 後対策をしたりというような形で対策をするということで 

0:35:14 考えております。 

0:35:18 規制庁大塚です。承知しました。だから、まずは、その対策を講じて、 

0:35:24 飛来物がまず入ってこないようにする。 

0:35:27 取りまとめた資料の 

0:35:30 河西翠ところに書いてあるのは、 

0:35:32 基本的には入ってこないんですけど、 

0:35:34 入ってきたときのことを考えても、 

0:35:40 可燃物とか、 

0:35:43 溢水、 

0:35:45 で防護する機器を置かないように、追加的にしているということ。 

0:35:50 としては、 

0:35:52 すみません、北海道電力の林です。 

0:35:55 今申し上げたところは扉ですとか、いわゆる外側で、 

0:36:02 建屋の外側で防護して、中に入ってこないっていう部分なんですけど

も、 

0:36:07 中にはですね。 

0:36:09 開口部から進入するものの、その中で、外部事象防護対象施設に当たら

ないように、中で、 

0:36:18 例えば、コンクリートの壁を作るとですとか、そういう対策をしている

ところもございますので、 

0:36:27 そういうところはですね、中には入ってきてしまうということでそうい

うところの周辺には笠井元ですとか、 

0:36:37 水源とかがないことを確認していると。 

0:36:40 いうようなことをやっております。 

0:36:44 規制庁大塚です。 

0:36:46 飛来物が入ってきてしまう可能性がある部分っていうのは、何か明確に

わかるようになってますでしょうか。 

0:36:56 ですね今は明確になってございとなってございませんので、少しその辺

がですねわかるように見直しをさせていただきたいと思います。 

0:37:11 します。 
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0:37:30 長大塚です。続きまして、比較表の、 

0:37:34 6 竜巻 8ページをお願いします。 

0:37:41 泊の記載。 

0:37:43 の真ん中辺なんですけど、 

0:37:46 真ん中のパラグラフの下から、 

0:37:50 4 行目からですけど、竜巻飛来物防護対策設備は、竜巻防護ネット竜

巻、 

0:37:57 防護鋼板等から構成したんですけど、 

0:38:01 等って何かほかにありました。 

0:38:05 北海道電力の林でございます。 

0:38:07 少し、先ほど若干触れたところでございますけども、この防護鋼板のほ

かにですね、竜巻、さっき扉を交換するっていうところがございました

けども、竜巻の道後扉というふうに呼んでますけども、 

0:38:22 扉ですとか、先ほどコンクリートの壁を立てるというふうに、 

0:38:26 ご説明しましたけど、竜巻防護へきというものこれ 4種類ですね。 

0:38:32 泊の方では、対策設備として考えてございます。 

0:38:40 規制庁大塚で承知ました。 

0:38:42 そうしましたらちょっと、 

0:38:43 他の 2種類について、どういった対策があるのかわかるようにですねそ

ういう理由の方に、説明を追加していただいてもよろしいでしょうか。 

0:38:54 北海道電力の林でございます。わかるようにですね、そういう理由のほ

うに記載させていただきます。 

0:39:07 長大塚です。続きまして、比較表の 6竜巻。 

0:39:11 17 ページお願いします。 

0:39:19 泊の赤字部分の記載なんですけど、 

0:39:23 2 行目、赤字の 2行目のところで、外部事象防護対象防護施設ってある

んですけど、これは後、誤記ですかね、防護が。 

0:39:33 要らないんですかね最後。 

0:39:36 北海道電力林です。大変申しわけございません 

0:39:40 大木です。外部事象防護対象施設、 

0:39:44 が正式な記載になります。 

0:39:47 修正させていただきます。 

0:40:00 はい。規制庁大塚です。続きまして 6比較表の 6竜巻－22ページお願い

します。 

0:40:19 あと、泊の記載の一番上の（1）番屋外施設の記載で、 
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0:40:25 2 行目の記載で必要に応じて、 

0:40:28 竜巻飛来物防護対策設備または運用による、 

0:40:32 竜巻防護対策を講じる方針とするってあるんですけど、 

0:40:36 竜巻飛来物防護対策設備、 

0:40:41 具体例はここには記載しなくていいんでしょうかちょっと具体例を記載

する場合としない場合の、 

0:40:47 記載方針がちょっといまいちよくわからないんですけど、ちょっと説明

お願いできないでしょうか。 

0:40:53 北海道電力の林でございます。 

0:40:55 少しコメント回答のところとかぶるところでございますけども、 

0:41:02 ここに書くものはですね設計方針として取り得る対策を、 

0:41:10 まずは書くことにしてございます。 

0:41:12 で取り得る対策って言ってるのは主竜巻飛来物防護対策設備、 

0:41:18 による防護対策を実施するかもしくは運用による防護対策を実施する

と。 

0:41:24 いうことでここはもう全般的にですね、同じ記載をさせていただいてま

す。 

0:41:30 一方でですね例示しているものについては、具体的に、 

0:41:35 個々の機器の対して、ネットですとか、先ほど言った鋼板ですとか、 

0:41:42 そういう対策を実施するものが中にはあればですね、例示として、 

0:41:48 例えば防護ネットの設置による防護対策を実施するとか、そういった形

をですね。 

0:41:57 ここで例示として書くようにしてございまして、たまたま屋外施設に対

しては、 

0:42:04 具体的に対策設備を用いて防護対策を実施するものはございませんでし

たので、ここは例示をしていないと。 

0:42:13 いうことで少し書き分けをしてございます。 

0:42:18 以上になります。 

0:42:26 規制庁大塚です。何。 

0:42:29 わかったんですけど。 

0:42:30 だからその該当するものがなくても、 

0:42:34 その書いておくっていう考え方ですよね。 

0:42:38 電力の林でございます。 

0:42:43 認識でございまして該当するものはなくても必要に応じて対策設備また

は運用による防護対策を講じるという方針として、ここに書いてると。 
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0:42:55 いうことでございます。 

0:42:59 規制庁大塚です。考え方わかりました。 

0:43:25 規制庁大塚です先ほどと同じページで 22ページのところで、 

0:43:31 （1）屋外施設で、及び、 

0:43:34 屋内の施設で外気と繋がってる施設っていうことで、 

0:43:38 先行の記載と比べて、二つの項目を合わせてる。 

0:43:42 と思うんですけど、その理由についてちょっと説明お願いします。 

0:43:47 衛藤電力の林でございます。 

0:43:49 ここの屋外施設として該当するものが、に廃棄等がございますけども、 

0:43:55 排気塔についてはですね、建屋に内包されてる部分と多く外に出てる部

分と二つございます。 

0:44:04 設備としては一つでございますのでそこの設備単位でですね、記載をし

たいというふうに思ってございまして、排気塔 

0:44:15 に対しては屋外施設である部分と、屋内の施設で外気と繋がっている施

設である部分がございますので、ここは及びということで 

0:44:27 統合させていただいて、 

0:44:29 こちらについては大井さんと同様の記載ぶりにさせていただいておりま

す。以上でございます。 

0:44:41 規制庁宮本ですけど、これ屋外と、 

0:44:45 屋内の施設で外気と繋がってる施設っていう項目で分けちゃうと、 

0:44:51 よくないんでしたっけ。いや、要は飯野、確か大井の通りなんですけ

ど、整理が結局ＢＷＲの整理に来てるので、基本的には、 

0:45:01 その整理方法としては一緒にして欲しいなと思っていて、それぞれで今

言われてる、確かにガイアの排気塔の話は私も認識はしてるんだけど、

それは別に両方に該当するっていう前提で書けばそれでいいんじゃない

かなと思って。 

0:45:14 その（1）（2）を作った方が、先行と成果ＢＷＲの整理と青い所、一緒

になるのかなと思うんですけど、いかがですかね。 

0:45:24 北海道電力の林でございます。 

0:45:26 今ご指摘いただいた通りですね、分けて記載できないかというのは分け

て記載できないことはございません。というのはですね基本、 

0:45:38 方針の最初の方で設備名を記載するところで、排気塔の建屋外という部

分と、排気塔の建屋内っていうふうに、 

0:45:49 二つ、最初のところで書いてございますので、 
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0:45:52 そういった記載をすればですね、分けられなくはないかなというふうに

思ってございますので少し 

0:46:01 記載の検討をさせていただきたいと思います。以上です。 

0:46:13 規制庁大塚です。ちょっと記載については検討をお願いします。 

0:46:18 あと、ちょっと同じページで、下のパラグラフのところで、緑字で、竜

巻防護鋼板の設定、 

0:46:26 ちょっとあるんですけど、 

0:46:29 ここは、線香等つけてるんですけど泊はつけなくてよかった。 

0:46:34 どうでしょうか。 

0:46:37 8 ページの、 

0:46:40 方には、 

0:46:42 該当する箇所に頭がついていたんでちょっと確認なんですけど。 

0:46:48 北海道電力の林でございます。 

0:46:51 外殻。 

0:46:53 外気と繋がっている施設に対して竜巻飛来物防護対策設備として実施し

ているものは防護鋼板のみ。 

0:47:05 でございまして、 

0:47:07 翁長さんの方はですね防護班の設置等というふうに頭で開始、記載して

ございますので他のを、 

0:47:15 対策設備も入ってるというふうに認識しておりますけども、 

0:47:20 泊の方はですね、外部、外気と繋がってる施設に対しては防護後半で載

せ対策しかございませんので、頭を入れていないということでございま

す。 

0:47:32 規制庁大塚です。承知しました。 

0:47:38 続きまして 6竜巻－24ページをお願いします。 

0:47:50 泊の廃棄等の記載で、 

0:47:55 上から 3行目ですね赤字のところが竜巻防護鋼板の設置による竜巻防護

対策を行う。 

0:48:02 周辺補機等に内包されていることを考慮すると、 

0:48:07 数圧力による荷重及び設計、 

0:48:10 Ｋ飛来物による衝撃荷重は採用しないため、 

0:48:14 てあるんですけど、 

0:48:16 藤。 

0:48:19 廃棄等に関係のある部分、 
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0:48:22 について、竜巻防護鋼板を設置しているのかどうかっていうところを確

認したくて、 

0:48:27 同じ建物の中で、竜巻防護鋼板を設置しているからこういうふうに書い

てるだけなのか。 

0:48:33 それとも排気塔に関係あるところに設置してるから書いてるのか。 

0:48:36 どちらでしょうか。 

0:48:40 北海道電力の林でございます。 

0:48:42 こちらについては排気塔のいわゆる屋内部分。 

0:48:48 に屋内部分が設置している区画、の開口部から飛来物が侵入する。 

0:48:56 可能性がある箇所でございまして、ここの開口部について防護鋼板、外

側でですね、進入しないように対策を行うということをやる、やってお

りますので、 

0:49:09 す、このような記載にしております。ですので廃棄等に対して、 

0:49:14 防対策を実施、廃棄等を含めた外部事象防護対象施設に対して防護対策

を行うと。 

0:49:23 いうところがございますのでこのように記載してございます。 

0:49:28 規制庁大塚です。承知しました。 

0:49:31 あと、排気塔部分で 1ヶ所同じページで、 

0:49:35 女川のところで、 

0:49:37 閉塞のことはさっきご説明があったのでわかったんですけど、 

0:49:42 あと下のところの、 

0:49:46 排気塔全体の倒壊については、記載は不要だったんでしょうか。 

0:49:53 北海道電力の林でございます。 

0:49:55 その部分はですねそういう理由に記載させていただいておりましてちょ

っと次のページ、6竜巻 25 ページのですね、 

0:50:07 上から黄色のキッカをしているところの、下の中段ぐらいからポツがあ

りますけどもそこに記載してございます。 

0:50:18 長さの廃棄等ですけども地上から高さ 160 メーターぐらいございまして

答申と呼ばれる 

0:50:27 直径 3メーターぐらいの間ですけども、 

0:50:31 これをですね、視覚系の鉄塔の形で、支持しているという構造になって

ございます。 

0:50:41 女川さんの場合はこの鉄塔に飛来物が衝突した場合に、トーシン自体が

ですね、倒れる可能性があるということで、 

0:50:51 また書きを記載しているというふうに認識してございますけども、 
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0:50:56 泊の場合はですね、屋外に露出してる部分、まず高さが約 35 メーター

ぐらいですけども、露出してる。 

0:51:06 部分が外部者系へきということで 

0:51:11 格納施設のですねドーム、円筒形のドーム状のところにこそ合わせる形

で設置してございまして、 

0:51:21 一部支持部材にですね尊重し、支持部材が損傷したとしてもですね倒壊

することは考えにくいというふうに考えてございますので、 

0:51:30 また書きは記載してないということでそういう理由に記載させていただ

いていたところでございます。 

0:51:37 規制庁大塚です。理解しましてありがとうございます。 

0:51:49 はい。続きまして 6竜巻－28 ページをお願いします。 

0:51:57 当年燃料郵貯所有層タンク室の記載なんですけども、 

0:52:05 地下埋設されており、課税圧力による荷重、気圧差による荷重を採用し

ないことから、 

0:52:15 設計飛来物による、 

0:52:17 衝撃荷重に対して健全性が維持されっていう記載があるんですけど、 

0:52:26 何ていうんでしょう課税圧力による荷重と気圧差による、 

0:52:30 荷重が、 

0:52:32 作用しないから、 

0:52:35 設計飛来物に対して構造健全性が維持される。 

0:52:39 つまり、 

0:52:41 課税圧力による荷重気圧差による荷重等、設計飛来物は直接関係がある

ことなんでしょうか。 

0:52:48 ちょっと日本語。 

0:52:50 として採用しないことからっていうところがちょっと引っかかったんで

すけど。 

0:52:56 歩該当電力の林でございます。 

0:52:59 確かに 

0:53:00 採用しないことから、設計飛来物に衝撃荷重というのも、ちょっと日本

語として適切ではないかなと今思っております。 

0:53:10 ここで説明する記載方針として記載してた内容はですね地下埋設されて

るんで数圧力による荷重と気圧差の荷重はもう作用しませんと。 

0:53:25 いうことで、 

0:53:26 残る設計荷重としてはですね設計飛来物による衝撃荷重を考慮しなけれ

ばならないということでその部分については 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:53:39 開口部がですねす地上、地上部に出ているので、地上部の開口部に対し

ては設計飛来物が貫通しないことを確認して健全性が維持されると。 

0:53:50 いうことを確認するという趣旨で、 

0:53:53 書いていましたが、ちょっと日本語としては確かに 

0:54:01 繋がらないと思いますので、少しここは見直させていただきたいと思い

ます。 

0:54:06 これ島根さんのですね女川さんの記載の下に 

0:54:14 青の破線で島根さんの記載を 

0:54:18 大きさの記載を入れてございますけどこの記載をですね。 

0:54:22 参照させていただいてこ 

0:54:25 泊の記載を書いてたつもりなんですけど、島根さんの方はその数圧力

云々っていうのは、ちょっと記載していないところもございますので、 

0:54:34 もう少しちょっと検討させていただいてですね、記載を修正させていた

だきたいと思います。 

0:54:40 規制庁大塚で承知しました。 

0:55:02 規制庁大塚です続きまして、 

0:55:04 6 竜巻 32 ページをお願いします。 

0:55:11 椎野新燃料ラックの記載で、 

0:55:15 まず 1行目に、燃料取扱棟の壁を貫通し、新新燃料、 

0:55:21 貯蔵庫に侵入しという記載があって、 

0:55:28 2 行目の最後から、設計飛来物が新燃料ラックに貯蔵している燃料の、 

0:55:34 燃料有効部に達する。 

0:55:38 ことはなく、とか。 

0:55:45 で、次のパラグラフに、 

0:55:49 1 行目の最後から燃料に直接衝突しっていう記載があるんですけど、 

0:55:55 1 パラ目と 2パラ目の、 

0:55:59 何か説明の違いがよくわからなくてはい。 

0:56:02 説明をお願いします。 

0:56:05 北海道電力の林です。 

0:56:09 ちょっとこれ、設計飛来物っていう記載に統一したがために少しわかり

にくくなったかもしれませんが、 

0:56:17 もともとですね設計飛来物が燃料有効部に達することはなくっていうと

ころは、設計飛来物である構成材というふうに書いてございました。 

0:56:31 構成材の方であればラックの中に入るサイズではございませんので燃料

に直接衝突することはなくてラックの方に当たるということで、 
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0:56:42 燃料の有効部には達することないということで、最初の方のパラグラフ

ではそういうふうに書いてまして。 

0:56:49 蓋に、二つ目のパラグラフのまた書き以降の設計飛来物ではですね、 

0:56:55 これ構成パイプを当社では設計飛来物で選んでますので、この構成パイ

プのサイズですと、ラックに、 

0:57:03 入って、直接入ってしまって燃料に直撃するということが考えられます

んで、 

0:57:10 そうなると燃料の構造健全性が損なわれるということでこちらについて

は、対策をすると。 

0:57:18 いうことで記載しておりまして少し設計飛来物というふうに統一してし

まったのでちょっとわかりにくい記載になってるかと思います。 

0:57:31 ちょっと書き分けた方がここはよろしいかなって今ちょっと思いました

けども少し記載を考えたいと思います。 

0:57:39 以上です。 

0:57:45 規制庁大塚です。ここはあれですかね具体的な設計飛来物は書かないほ

うがいいっていう判断だったんですかね。 

0:57:53 北海道電力林です。全体的にですね設計飛来物というふうに書いてい

て、ここだけちょっとここだけというかもう一つあったんですけど、書

き分けたところがあってですね。 

0:58:04 少し統一したほうがいいかなと思いまして、統一を図ったんですけど

も、 

0:58:09 ここについてはちょっと、 

0:58:11 統一したほうがわかりにくい記載になってしまってるかなと思いました

のでちょっと書き分けた方がいいかなって少し、今、思っているところ

です。 

0:58:25 規制庁大塚です。承知しましたじゃちょっと記載についてわかりやすく

なるようにちょっと日本語の方、もう 1回再検討してください。 

0:58:35 北海道電排泄承知し承知いたしました。 

0:58:45 規制庁大塚です。続きまして次のページですね、6竜巻－33 ページお願

いします。 

0:59:00 ピットとかクレーンの、 

0:59:01 設計方針で、 

0:59:05 へえ。 

0:59:08 上から 7行目ぐらいに竜巻襲来が予想される場合にはってあるんですけ

ど、 
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0:59:14 これ具体的にはどういった時を想定してますでしょうか。 

0:59:21 具体的にはということを、 

0:59:30 そうですね。 

0:59:34 竜巻、ごめんなさい。 

0:59:37 竜巻注意情報ですとか、雷活動度ですとかそういったのを判断基準にし

て、竜巻の襲来を予測。 

0:59:48 そして 

0:59:50 対比なりですね、する運用にしてございまして、 

0:59:54 その 

0:59:56 対比が必要なところの条件に合致した時が竜巻が来るであろうというふ

うに予測される部分になりますんでその状況になればですね、 

1:00:07 燃料の取り扱い作業は中止するというふうな運用を今考えているところ

でございます。 

1:00:18 規制庁大塚です。それは、資料のどこかに具体的な、 

1:00:23 警報というか手順のようなものが書いてありますでしょうか。 

1:00:28 北海道電力の林でございます。 

1:00:31 添付の 3.5。 

1:00:38 3.5 のところでですね、3.5 の 1ページ目ですけども、 

1:00:45 運用管理の基準を、を記載しております。 

1:00:52 2 ポツのところになります。 

1:01:00 少し小さいですけども、 

1:01:05 表のところで、 

1:01:08 竜巻警戒レベルということで三つステップがございまして、まずステッ

プ 1ということで、竜巻、注意情報、 

1:01:20 いいね。 

1:01:21 竜巻注意情報、 

1:01:24 が発表された場合ですとか、雷注意報が発表された場合とかっていうと

ころで、 

1:01:33 監視をまずスタートします。 

1:01:36 その後発電所上空にですねステップ 2というところで 

1:01:42 竜巻発生確度 2ですとか、 

1:01:45 雷活動度 2以上っていうのが、もう予測からです予測値からですね、そ

の恐れがあるって言ったときは、 

1:01:54 退避の準備をすると。 
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1:01:56 さっき言ってた燃料取扱作業の中止はですね、この次のステップ 3とい

うことで、発電所上空に、 

1:02:04 竜巻発生確度 2、かつ、雷活動度 3以上っていうのが発生した、発生し

たもしくは予測値からその恐れがある場合に該当した場合に、 

1:02:16 ね、竜巻が来るというふうに予想、予測されるので燃料の取り扱い作業

を中止すると。 

1:02:25 いうことで考えてございます。この表自体は飛来物の話を記載している

関係で右、一番右の列にですね、運用対策案書いてますけど、 

1:02:38 車両の人の退避ということしかちょっと書いてないんですが、ここのタ

イミングで燃料の取り扱い作業を中止するということで考えておりま

す。 

1:02:53 規制庁大塚です。 

1:02:56 作業を中止するのは、ステップ 2じゃなくてステップ 3。 

1:03:01 でよろしかったですか。 

1:03:07 北海道電力の林です。 

1:03:10 町長、お待ちください今確認いたします。 

1:03:44 北海道電力の林です。 

1:03:46 発電所の方でステップ 3で、 

1:03:52 取り扱い作業中止だというふうに認識してたんですけども認識間違っ 

1:03:59 てますでしょうか。 

1:04:13 他の原価、 

1:04:14 川部でございます。 

1:04:17 はい上のところステップ 3、それから監修しまして、可能であれば 3で

作業中止ということで、検討を進めているところでございます。 

1:04:31 はい、ありがとうございます。ステップ 3で現時点では燃料取扱作業を

中止するということで考えてございます。 

1:04:41 規制庁大塚です承知しました。 

1:04:44 あと、同じところで、 

1:04:47 6 竜巻 33 ページのところで、 

1:04:51 外部しゃへい建屋内に移動するっていう記載があるんですけど、 

1:05:03 特例の話ですけど、 

1:05:05 具体的にどこに移動することなのかっていうのがちょっとよくわからな

かったのと、 

1:05:12 あと、 

1:05:18 あと燃料についてですね影響を及ぼさない田井喜一。 
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1:05:22 に退避措置を行うという記載があって、これもですね、どこに、 

1:05:27 対するのかっていうのが具体的にわからなかったので、 

1:05:30 ちょっとこの辺の先ほどの、 

1:05:33 竜巻襲来が予想される場合の手順も含めて、この辺のちょっと詳細をで

すね後ろの方の、 

1:05:41 どっかに資料として追加していただいてもよろしいでしょうか。 

1:05:45 北海道電力の林です。 

1:05:47 ここで外部しゃへい建屋内って書いてるのはいわゆる格納施設の中とい

うかＣＶ内のことを言ってございましてそちらについてはですね、 

1:05:58 飛来物から防護される建屋ということになりますので、そちらに移動す

れば燃料を、は守られると。 

1:06:10 いうことでそちらに移動するということで考えてございます。Ｄピット

クレーンの待機位置は通常の待機位置ということでそこに戻すというこ

とで考えてございまして、 

1:06:25 そこに戻すことでまた仮に倒れたとしてもですね、ピットの方には影響

を与えないというふうに考えておりますので、その辺わかるようにです

ね、補足、補足じゃない、ごめんなさい、添付資料の方にですね、 

1:06:39 記載したいとおり、思います。 

1:06:41 以上です。 

1:06:45 規制庁大塚ですよろしくお願いします。 

1:06:50 続きまして 6竜巻－35ページをお願いします。 

1:06:58 ちょっとここ、等の中身についてなんですけど、 

1:07:02 主蒸気。 

1:07:03 系統配管他のところで、 

1:07:07 4 行目のところに竜巻防護鋼板とったんですけど、ここも、 

1:07:14 ちょっと何が入るかっていうのを教えていただけますか。 

1:07:17 北海道電力の林でございます。 

1:07:20 この部分先ほど添付資料 3.11、3．11 のところでご説明差し上げたとこ

ろと関係してございまして、 

1:07:32 ここについては防護工班のほかにですね、道後扉。 

1:07:37 後々を負う。後、Ⅳ5扉か。 

1:07:45 そうですね、防護扉が頭に入ります。 

1:08:09 規制庁大塚で承知しました。ちょっとこの辺の対策がですね頭でくくっ

てるところが、 

1:08:16 何か、 
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1:08:18 すぐわかるような、 

1:08:20 資料って今、先ほどの、 

1:08:22 3.11 の図を見るしかないっていうところですよね。 

1:08:26 北海道、林です。あそこで 

1:08:29 後半の方にまずつけてございまして 

1:08:33 例えば後半、 

1:08:35 を設置しますみたいな対策を、文字で書いてる。 

1:08:38 ところがございますけども、 

1:08:40 その辺をですね 1枚目の表のところにですね、実施する対策とかってい

うのを、を入れればですね全体が見えると思いますので、そこはちょっ

とそのようにですね、見直させていただきたいなというふうに思ってご

ざいます。 

1:08:57 規制庁大塚で生じました。そうですね票の方に入れていただければすぐ

わかりますので、 

1:09:03 ちょっと修正をお願いします。 

1:09:06 承知しました。 

1:09:22 規制庁大塚です。 

1:09:24 続きまして比較表の 6竜巻。 

1:09:28 －別添 1－83 ページお願いします。 

1:09:33 ここもさっきと同じで、外部事象防護対象。 

1:09:37 防護施設になってますので、 

1:09:40 修正をお願いします。 

1:09:42 この赤字のところです。 

1:09:44 北海道電力林です。大変申し訳ございません。修正させていただきま

す。 

1:09:53 はい。規制庁大塚です。続きまして、6竜巻。 

1:09:57 －別添 1、 

1:10:00 #NAME? 

1:10:03 －35 ページお願いします。 

1:10:07 6 竜巻－別添 1、 

1:10:10 －別添、 

1:10:13 すいませんもう一度 6竜巻－別添 1、 

1:10:18 －添付 1.2－35 ページですね。 

1:10:28 緊対所のところで、 

1:10:33 2 ポツの、 
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1:10:34 真ん中のパラグラフの真ん中辺で、 

1:10:38 2 行目のところで、 

1:10:42 緊急時対策所の、 

1:10:45 上屋について、 

1:10:48 耐震性を考慮した堅牢な構造であり、 

1:10:53 という記載がまずあって、 

1:10:55 ではやっと緊対所は、同等の設計であるっていう記載があるんですけ

ど、 

1:11:00 上屋についても耐震性は緊対所と同じ。 

1:11:04 耐震性持ってるんでした。 

1:11:10 北海道電力林です。十和田についても耐震性を持っているというふうに

認識しておりますけども、発電所の方で補足お願いできますでしょう

か。 

1:11:30 本店、臼井です。衛藤。 

1:11:33 緊急時対策所についてなんですけど、空調やに関しても緊急時対策所同

様に大切な確保してるものとなっております。 

1:11:46 はい、ありがとうございます。耐震性を持っているというふうに認識し

てございます。 

1:11:55 清町大塚ですか。承知しました。 

1:12:02 続きまして、6竜巻の、 

1:12:07 別添 1－ 

1:12:09 添付 3.6－3 ページお願いします。 

1:12:14 6 竜巻別添 1－添付 3.6。 

1:12:20 －3 ページです。 

1:12:32 除雪の運用についてということなんですけど、 

1:12:35 一番下の赤字のところで、評価対象の建屋については、 

1:12:40 設計竜巻荷重等に積雪量 150 センチの荷重を組み合わせた、 

1:12:46 荷重に対して、構造健全性が維持される。 

1:12:50 てあるんですけど、 

1:12:51 その他外部事象の方の説明で、 

1:12:55 荷重の組み合わせについても 189 センチ除雪をしない。 

1:13:00 積雪深Ｄ、記載されてたと思うんですけど、 

1:13:05 そことの整合は取る必要はないんでしょうか。 

1:13:10 北海道電力の林でございます。 

1:13:13 同じページじゃなくて添付 3.6－1ページ目のところ、 
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1:13:19 ですけども、 

1:13:21 設計竜巻か、1ポツのところで設計竜巻荷重と設計積雪積雪荷重の組み

合わせの考え方というふうに記載してございまして、 

1:13:32 ここではですね、設計積雪荷重 189 センチということですけど、こちら

については 

1:13:40 結論から結論が 2ページ目に書いてございまして、 

1:13:49 組み合わせは考慮しないということで記載してございます。 

1:13:56 今申し上げた 150 センチのところはですね、2ポツの部分の竜巻と同時

発生が想定される雪との組み合わせの考え方ということで、 

1:14:08 こちらについてはもともと欧州積雪竜巻前に積もった雪は飛ばされると

いうことで考えてございますので組み合わせは考慮しないというふうに

ここでも書いてございますけども、 

1:14:22 それの別紙として 

1:14:25 実態としてはですね 150 センチを超えないように運用してるっていうこ

とを考慮しまして、 

1:14:31 組み合わせた荷重で評価をしてもですね問題ないということを確認して

いるということでございます。 

1:14:51 規制庁大塚です。 

1:14:54 この 

1:14:56 3.6－3 ページっていうのは、 

1:14:58 実態の運用を書いてるだけで、 

1:15:01 実際は、組み合わせ考慮必要、考慮する必要はないっていうところが、 

1:15:07 設計です。 

1:15:08 ということですよね。 

1:15:09 はい。 

1:15:10 来国会でも林です。 

1:15:12 その通りでございまして次、 

1:15:15 実際、基本方針としては、竜巻と、 

1:15:19 結城の組み合わせは考慮する必要はないというふうに考えてございま

す。 

1:15:24 ただし、運用上を 150 センチを超えないように、調節をするという運用

になっていることを考慮しまして、自主的にはですね、組み合わせた荷

重に対しても構造健全性が維持されることを確認していると。 

1:15:41 いうことを、別紙 1のところで記載しているものでございます。 

1:15:49 規制庁大塚です。承知しました。 
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1:16:38 はい。 

1:16:45 はい。規制庁大塚です。続きまして、 

1:16:48 6 竜巻－別添 1－ 

1:16:53 添付 3.13。 

1:16:55 －108 ページをお願いします。 

1:17:00 6 竜巻－別添 1－添付 3.13。 

1:17:05 －108 ページです。 

1:17:20 竜巻防護ネットの件なんですけど、 

1:17:25 藤ネットの上井の 

1:17:28 紙が何か 50 ミリの 

1:17:33 10 ミリ単位の何ていうんですか、 

1:17:40 50 ミリ単位で穴が開いてるようなネットになってるんですけど、 

1:17:46 ここって設計飛来物って 3種類、 

1:17:51 パイプ等、 

1:17:52 阿藤砂も考慮してるんですよね。 

1:17:57 構成パイプと、 

1:18:00 あと抗生剤なんですかねこの 50 ミリより、 

1:18:04 短い。 

1:18:07 その寸法の部分があって、すり抜けることも、 

1:18:10 考えられるかなと思ったんですけど。 

1:18:13 その点についてはどう考えてますでしょうか。 

1:18:18 齋藤電力の林でございます。 

1:18:20 構成パイプについてはおっしゃる通りですね、直径 50ｍｍを想定してご

ざいますので、 

1:18:28 このままですとすり抜ける可能性はございます。ただし 2枚重ねで 

1:18:39 設置しているのと、その上にですね 40 ミリの紙も設置してまして、 

1:18:46 3 枚、 

1:18:47 三枚、3、 

1:18:49 三枚、重ねてですね設置することを考えてございますので、40ｍｍにつ

いてはですね 

1:18:58 50 ミリに対しては小さいということで間すり抜けるということは、 

1:19:03 ないと考えてございますので防護ネットを設置する箇所については砂利

についてはですね、すり抜けてしまいますんで砂利。 

1:19:14 の衝突は考えてございますが、構成パイプについては、すり抜けてない

ということで、 
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1:19:21 考慮はしてないということでございます。 

1:19:50 ちょっと今、今からですね町内に、 

1:19:53 打ち合わせしますので一旦中止します。 

1:19:57 お打ち合わせ終わりましたのでヒアリングを再開します。 

1:20:01 北海道電力の林です。 

1:20:03 構成パイプについては直径 50ｍｍということで、50ｍｍのネットを後程

ねＩと同じですんですり抜ける可能性があるということで、 

1:20:15 127 ページのですね別紙 6の方にはそのことが書かれていて 40 ミリの目

合いの岡波。 

1:20:24 をですね設置するということで書いてございました。 

1:20:28 そちらと今の別紙 1の 108 ページの記載がですね少し整合が図られてな

い記載になっておりますのでこちらの整合を図った記載にですね見直さ

せていただいて、 

1:20:41 40 ミリの目合いがのものを作っ設置するということですり抜けを防止し

てるっていうことがわかるようにですね、記載を見直させていただきま

す。以上です。 

1:20:55 規制庁大塚です。よろしくお願いします。 

1:20:58 私からは以上ですが、ほかに。はい。 

1:21:01 します。 

1:21:03 規制庁のねちょっとわからなくて、先ほどのやりとりの中で教えていた

だきたいんですけれども、 

1:21:10 πプーについてはその金網で侵入を防止するってことだったんですけれ

ども、金網自体がぱなパイプの 

1:21:18 衝突荷重に保ってももつように設計しているってことですか。 

1:21:22 そうすると今度あれなんですか 

1:21:25 越冬後 50センチの方の、 

1:21:28 あれでしたっけ。ネットの方はあれなんですか、2枚以内と。 

1:21:33 口座に持たないか 2枚付けてるとかってことですけど何か、どういう。 

1:21:38 設計方針なのかなっていうのがすいませんちょっと理解できなかったの

で、教えていただけないでしょうか。 

1:21:53 北海道電力の林でございます。 

1:21:55 まず、ネットですけども、抗生剤設計飛来物として構成材と構成パイ

プ、と砂利という 3種類ございますけども、一番エネルギーが大きいの

が構成材になります。 
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1:22:09 抗生剤の防護対策を実施するときにはネット 1枚では足りませんで、2

倍が必要ということになります。 

1:22:18 それに加えて構成パイプっていうものは、先ほど来お話ししてた通りで

50 ミリをすり抜ける可能性があるんで、 

1:22:28 そのすり抜け防止ということで 40ミリの目合いのものももう 1枚追加

してですね。 

1:22:36 設置するということで考えてございますんで、 

1:22:39 そういうことで、まず構成材を押さえるのに最低 2枚は 50ｍｍのものが

いると、で、突き抜け防止で 40ｍｍということで今考えているというこ

とでございます。 

1:22:53 成長です設計方針わかりましたあれなんですけどちょっと私あんまりす

いませんこの竜巻防護ネットの構造自体、詳しくないんですけれども、

そういった何かこう、 

1:23:05 何名複数と 2枚とかの子を降下期待して、衝突荷重とかを防ぐような、

その構造自体はあれなんですが他のプラントも普通にあるようなものな

んですか。 

1:23:18 ｒａｄ電力の林でございます。 

1:23:20 これこのネット自体ですね、電柱計算で試験をしているものでございま

して、 

1:23:27 ＰのみならずＢさんもですね、同じネットを使ってございます。それの

吸収エネルギーの関係でですね、1枚ではやっぱり、 

1:23:37 持たないということで、2枚は必要ということで考えてございます。 

1:23:43 以上ですわかりましたありがとうございます。 

1:24:00 原子炉規制庁宮本ですですね一応私もすみません、途中からで申し訳な

いんですけど今回整理した時に、 

1:24:12 原子炉建屋を 3種類に分けましたよね。 

1:24:16 それが 

1:24:18 要は、 

1:24:20 これ外部事象て一つの条文なり 6条という条文で考えると、 

1:24:26 やっぱり建屋が受槽事象によって変えるのってのはよくないんですよ。 

1:24:31 要は、外部火災とか、風とか、火山だと原子炉建屋って言っていて、 

1:24:37 竜巻になると原子炉建屋じゃなくて、何だっけ遮へい建屋と、燃料附属

棟と補機棟っていうわけちゃうと、これちょっと実は具合悪くて、結

局、 
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1:24:49 同じ条文の尾根同じ時事象によって建物の名前が変わるっていうのはこ

れ非常によくないと。 

1:24:56 なのでここはちょっとやめてもらいたいなと思っています。そこはまず

いいですかね。 

1:25:04 北海道電力の林でございます。 

1:25:07 もともとですね、原子炉建屋、括弧外部しゃへい建屋ですとか、括弧燃

料取扱棟ですとかっていうふうに書いてました。 

1:25:17 その記載がですね既許可の方で原子炉建屋はの燃料取扱棟ですとか、周

辺沖と、 

1:25:27 ですとかそういうものから構成されるというふうに記載されていたとこ

ろもございまして、 

1:25:32 少し竜巻上はですね分けて記載してたところもございましたので、既許

可の記載を踏まえてですね、こういう記載に、 

1:25:42 させていただきましたけども、原子炉建屋、もともとの記載でですね、

括弧書きで分けるっていうことも 

1:25:52 お話としてはおかしくないと思ってますんで、 

1:25:55 少し書き分けはですねどうしても燃料取扱棟と、外部しゃへい建屋で設

計方針が異なってきますので、そこの書き分けは、 

1:26:06 必要だと思ってますので、原子炉建屋括弧何っていう形で元の記載にで

すね、戻すことで今、そっちの方がよろしいかなというふうに今思って

ございますので検討させていただきたいと思います。 

1:26:21 はい。そこはちょっとよろしくお願いしますやっぱり、先ほど言いまし

たけど、事象と条文によって、事象の中の分けるのはまず良くないので

今言われたように原子炉建屋っていう話をした上で、原子炉建屋のうち

の 

1:26:37 外部しゃへい建屋主建屋っていうのが外部しゃへい原子炉格納容器だけ

じゃなくて、全部他もあるんでしたっけ原子炉格納容器だけ外部しゃへ

い建屋っていうのは、どっちなの。 

1:26:48 原子炉格納施設と言っていて遮へい器とかですねた、Ｃｖも含めてです

ね、鮭建屋と呼んでますので、 

1:26:58 原子炉建屋括弧し外部しゃへい建屋っていうふうに多分書かざるをえな

いかなと今思ってますけどもその辺もちょっと含めて考えたいと思いま

す。 
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1:27:08 他のやつはね、外部へ原子炉建屋括弧周辺、そのうちの原子炉建屋周辺

か、補機等って言っても、何となく通じるんですけど、この外部原子炉

建屋外部しゃへい建屋で建屋が二つ続くと。 

1:27:22 何となくちょっと座りが悪いので、先行でよく柏崎とかだと、タービン

建屋なんか補機燃料等とか何とか忘れてましたけど、 

1:27:33 そういう書き方をしてたりするので、その辺はよく書き分けていただい

た方がいいかなと思います。 

1:27:40 電力の林です。 

1:27:42 ちょっとですね工認の中では、外部鮭建屋って表現してるところもあっ

て、 

1:27:47 少しその辺は整理させていただきたいと思います。 

1:27:53 よろしくお願いします。この辺やっぱり最終的に新車ってか申請書をま

とめる時にやっぱちょっとそこはよくないので、その辺はよく確認して

くださいいいですかね。はい。 

1:28:07 今野規制庁大塚です今のところで、 

1:28:12 それぞれですね、外部しゃへい建屋等周辺補機棟と、 

1:28:16 燃料取扱棟の、その位置関係がよくわからなくて、 

1:28:22 わからなかったので、 

1:28:23 ちょっと後ろの方のですね別添とか補足のところにちょっと、 

1:28:27 図を載せていただいてどっからどこまでがどこの建屋なのかがわかるよ

うにしていただいてもよろしいでしょうか。 

1:28:35 北海道電力の林でございます。承知いたしました。少しですね階層によ

って、の範囲が 

1:28:42 変わっていきますので、その辺わかるようにですね、少し図面、 

1:28:48 をですね、追加させていただこうというふうに思ってございます。以上

です。 

1:28:53 よろしくお願い。それがですねこの比較表の 6ページにいくと、 

1:28:57 そういうふうに整理するとここの 6ページで安全設計のところ書かれて

また以降で、事業者の方でここでそれ自体が、外部事象防護対象施設の

ある建屋はないっていうふうに、 

1:29:10 書かれてるんだけど、多分遮へい建屋っていう建屋の名前になっちゃう

と、これは外部事象防護対象建屋になりますよね多分ね、それ自体は二

次格か何かなるんじゃないかなと思っちゃうので、 

1:29:22 そうするとここの記載を、赤文字で頭に板井翁長に行くところから抜い

てるんですけど、 
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1:29:29 これ、建屋を遮へい建屋っていうのを独立させてしまうと、 

1:29:35 ここの確保っていうのは、今のいらない状態で構わないと思うんですけ

ど、 

1:29:40 そこの並びがおかしくなるので、先ほどちょっと言ったように整理した

方がいいかなと思いますけど、いいですかね。私が言ってることはあり

ますかね。 

1:29:49 補ガイド電力の林でございます。 

1:29:53 外部鮭建屋っていうふうにしてしまうとあたかもですね、外へ 

1:30:02 安全機能を有するような建屋に見えてしまうと。 

1:30:06 外部遮へい、 

1:30:08 壁自体は安全機能を有してますんでそういうご指摘かなというふうに思

いましたので、 

1:30:15 少しその辺も踏まえてですね、うまい表現ができないかは、少し社内で

検討させていただきたいと思います。 

1:30:22 はいよろしくお願いします女川で書いてるのはこれ原子炉建屋自体が二

次格なので、それを除くって表現を入れているので、先ほど言った二次

格のその者建屋を、 

1:30:33 独立させてしまうとこれ同じ扱いになっちゃうので、 

1:30:36 そうするとこの記載変えなきゃいけなくなるので、そこは 

1:30:40 事業者の中でよく確認してもらったらと思いますんでよろしくお願いし

ます。 

1:30:44 北海道電力林です承知いたしました。 

1:31:01 ちょっともしすでに指摘出たら教え申し訳ない、6竜巻－17 ページ。 

1:31:16 そこで、 

1:31:20 これで大井で記載されているからこういう記載でもいいのかなと思うん

ですけど、やっぱり黄色くなってるところ、要は変更になったところ

で、 

1:31:32 勝山小俣から聞いた竜巻飛来防護対象設備の竜巻防護ネットを通過し得

る可能性があり、高裁抗生剤にてほぼ包含できない砂利及び竜巻防護ネ

ットを 

1:31:45 通過しないが、外部消防体制で使用済みネット等に車でピットに就任し

た場合に燃料が可能性があり抗生剤にて放管できない。 

1:31:55 これって文章なんかおかしいかなと思っていて、 

1:31:59 衛藤。 

1:32:00 ネットがあるのは、循環水ポンプ建屋だけですよね。 
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1:32:09 東電の林です。 

1:32:10 はい。その通りそのご認識の通りです。 

1:32:13 そうすると、ここに、 

1:32:16 ネットを通過しないが、外部事象大型施設である使用済みネット、使用

済み燃料ピット等に侵入した場合に、 

1:32:24 っていうのは、 

1:32:25 ちょっと違和感あるんだよね。 

1:32:27 で、 

1:32:28 確かにちょっと大井のやつがわかんないね大井のやつは、 

1:32:34 ネットじゃなくて竜巻棒を、 

1:32:38 竜巻防護対策設備っていう表現があってね。 

1:32:43 そうすると例えば単なる壁であったり、飛来物の壁みたいな話を、5番

みたいな話を含めてこの表現になってるんであれば、 

1:32:54 何となくわかるんだけど、 

1:32:57 ここは、 

1:32:59 ネット以外に何か竜巻防護対策設備ってするんでしたっけ。 

1:33:04 北海道電力の林でございます。 

1:33:06 ご指摘の使用済み燃料ピットのところはですね燃料取扱棟になってござ

いまして、壁貫通してしまうということで中でですね、評価で問題ない

っていうものもの。 

1:33:20 ほぼ安全機能を損なわないということにしてるんで、特段対策するもの

はございません。 

1:33:26 ですので 

1:33:28 防護ネットを通過しないかっていうのは確かに 

1:33:31 こちらの燃料取扱棟には防護ネットを設置しませんので、少しちょっと

記載ぶりは、おかしいところがあるかなというふうに今思ってございま

す。 

1:33:45 それでその上でなんですけど、先行のちょっと私Ｐも全部やってないん

で申し訳ない。Ｐの場合の多いところは、使用済み燃料ピットなり、ピ

ットかな。 

1:33:57 ピットを守るために何か防護対象設備を、要はその 

1:34:02 付保を設備はつけているんですか。 

1:34:06 ガイド電力の林でございます。こちら泊も青井も同じでして特段対策設

備はついてございません。 

1:34:14 はい。 
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1:34:19 現状は、だから、当たって来内側のライニング側に問題ないと言えばそ

この評価っていうやり方も含めて一緒なんですよね。 

1:34:29 北海道電力林です。その通りでございます。 

1:34:33 私ちょっとここの文章を少し考えてください。今のやつだとは私の認識

だと多分ちょっと違和感があるかなと思うので、よく確認してくださ

い。よろしくお願いします。 

1:34:44 ダイドードリンコ林です。 

1:34:45 少し記載の方ですね、見直しを検討させていただきます。竜巻防護ネッ

トを通過しないがという表現自体がそもそも、 

1:34:56 いるのかっていうところがございますので、 

1:34:59 ジャイロ場合は多分通過するっていうことで考慮しなきゃならないって

ことで書いてるんですけども一方で、構成パイプの方はですね、ネット

を通過しないかっていうのはあまり、こちらについてはいらないかなっ

て今思ってございますので、 

1:35:15 少しその辺も含めてですね、見直しを検討させていただきたいと思いま

す。 

1:35:25 いや、ここ、契約に書くなら 

1:35:28 補機ポンプはとかだったら、何となくわかんないけどね。 

1:35:33 ネット、ピットだけこう書いてるっていうのは何か多分先行のＰでも意

図があって、 

1:35:39 変えて言うのかなって気もしてるんでちょっとよく確認してください。 

1:35:44 北海道電力の林です承知いたしました。 

1:36:01 当間立山三崎言ったので全体的にちょっとよく確認してください。 

1:36:15 例えば 6‐竜巻－27 ページになるとし外部しゃへい建屋って書いちゃう

と、 

1:36:20 建屋だけしか見えなくなっちゃうので、多分こういうのは原子炉建屋の

うち、うちなどが原子炉建屋外部しゃへいう。 

1:36:28 建屋箇所なのか、原子炉建屋のうち外部しゃへい建屋の範囲とか何と

か、区分区域なのかっていう表現ちょっと考えた方がいいと思うんです

けど。 

1:36:39 少し書いてください。下はちょっと書きやすいんでねケジュール建屋の

原子炉建屋周辺補機等って言っちゃえば、下は済む話だからそんな問題

ないんだけど、外部しゃへい建屋ってのがどう表現するかってちょっと

確認しなきゃいけないかなと思います。 
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1:36:54 北海道電力の話ですので、ご指摘の趣旨踏まえまして、記載のほうは見

直させていただきたいと思います。以上です。 

1:37:05 あとはですねこっち、 

1:37:13 ちょっと全体まとめ資料側で、 

1:37:23 六条竜巻別添 1のマナー、 

1:37:27 になったら、さっきちょっと大塚が言ったと思うんですけど、 

1:37:31 ここは原子炉建屋括弧外部しゃへい建屋周辺補機と、燃料取扱棟ってな

ってるのでこれはちゃんと識別して、多分北側が燃料取扱とか上側が寝

るやつ。 

1:37:43 取り扱い等で、下側が、南側が周辺補機棟で真ん中が外部しゃへい建屋

かな、そういうちょっと色分けするようにしてください。いいですか

ね。 

1:37:52 北海道電力の林でございます。承知いたしました。 

1:37:56 はい。あと、別添 1の 10 ページにあるやつで、 

1:38:00 これも追加なんですけど主蒸気逃がし弁の消音器、屋外っていうこれ写

真をつけてください。これだけちょっとついてないので、つけるように

お願いします。 

1:38:12 北海道電力の林です。他の波及できるおよぼし得る施設と一緒にですね

写真の方を掲載いたします。以上です。はい。 

1:38:22 あとは六条竜巻別添 1添付 1.3－4ページの、 

1:38:28 第 1.1．3図、 

1:38:35 これを見ていただければ、何となく気、 

1:38:38 気づいてくれれば、 

1:38:41 いいんですが、 

1:38:46 細かいんですけど、ビューアＢＩＩの燃料ちょうどタンク室のところ矢

印が家途中で消えているので、 

1:38:52 しっかり、ちょっと私燃料タンクどこかなと思って探してた時に 

1:38:57 どっちがどっちがいいか言っこれだってよくわかんなくなっちゃうん

で、そこはわかるようにしてください。いいですかね。 

1:39:05 北海道電力の林でございます。すいません。 

1:39:08 ちょっと矢印が消えております。適切に直したいと思います。以上で

す。 

1:39:16 あとは、 

1:39:18 あとはですね、もう、 

1:39:20 中身の話で申し訳ないね。 
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1:39:23 六条竜巻別添 1添付 3.8－1 でこれ飛来物の飛散有無の判断方法とか距

離及び高さの算定の仕方についてってことで添付資料 3.8 ってのがつい

てると思うんだけど、 

1:39:35 中身は要はランキン渦を使っていて、 

1:39:40 飛来物の初期高さが 40メーター。 

1:39:43 で、これ自体は、確認しこれＰＷで全部同じでやってるんですよね。何

とかこれ 40 メーターからいきなりすごく保守的なんだけど、 

1:39:53 もう 40 メーターでＰは全部やってるってそういうことですかね。北海

道電力の林です。 

1:39:58 この解析、モデルがですねもうすでに 40メーターの位置から飛散させ

てるっていう評価になりますのでこれ 

1:40:09 ＰＷＲ全部一緒でございます。 

1:40:12 はい、わかりました。ちょっと最近ＢＷＲはフジタモデル使ってて、ち

ょっと高さんここまではやってないんだけど、ここはいじらないで、超

保守的っていうことで理解しました。 

1:40:41 とですね、六条竜巻別添 1添付 3.11－1 っていうところで、 

1:40:48 雷神別所対応施設影響を及ぼす可能性のある建屋開口部についてってい

うのがこれ一覧表で出されて、 

1:40:55 言いますと、 

1:41:01 これ非常にしっかり書かれてて、大分わかりやすくはなっています。 

1:41:16 ちょっとね、確認したかったのは、竜巻の、 

1:41:21 防護設備として、 

1:41:24 設置するものがちょっとよくわからないなと思って、 

1:41:29 可能性のあるところはすごく書かれてるんだけど、 

1:41:33 ガラリー2フードつけるんだよねとか、あと、 

1:41:38 ドア 2。 

1:41:39 ドアは竜巻区からの守るようなドアにするんだよねっていうのが、 

1:41:44 ちょっとよくわからなくて、抽出はされてるんだけど、だからっていう

ところが、ちょっとあるのでそこちょっと少し工夫してもらえますか

ね。 

1:41:53 はい。北海道電力の林でございます。 

1:41:56 ですね 

1:41:59 ご指摘いただいてる通りでございまして例えばですね 4ページ目の上の

方にですね、これディーゼル発電機室の写真を 

1:42:10 書いてございますけどその 7、 
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1:42:13 写真の下に中ほど多く書いてございましてここの中身を読んでいくとで

すね、 

1:42:19 設計費 2行目に設計飛来物の貫通を防止する厚さを確保した扉に交換す

るっていう形を書いてます。このような形ですべてこういう形で日本語

としてですね書いてるんですけども、 

1:42:31 先ほどの表のところにですねそれが一切書かれてなくて、一目でわから

ないっていうご指摘だと思いますのでこの表を少し見直させていただい

て対策する、中身っていうんですかね設備をですね、 

1:42:47 ここの表で見れるように、扉ですとか、 

1:42:51 防護へ鋼板ですとかそういう形でわかるようにですね、記載させていた

だきたいと思います。以上です。 

1:43:04 よろしくお願いします。 

1:43:06 あと、 

1:43:07 竜巻防護ネットの話で純水ポンプ建屋のところにあるやつで、これ、 

1:43:13 最終的には京田きょ工に行ってからっていう話なんだけど、 

1:43:18 これ循環水ポンプ建屋の上はもう全く、 

1:43:21 ないものとして評価の成立性、警察するんだっけ。 

1:43:29 北海道、林です。 

1:43:32 何て言ったらいいでしょうかね。上屋は、今あるんですけども、評価上

はもう無き物として評価し、します。 

1:43:42 ただし波及影響の観点がございますので、波及影響をおよぼし得る施設

としては工認でもですね、出てくると思いますので、 

1:43:50 そちらの評価はするという形になると思ってございます。 

1:43:57 はい、わかりました。 

1:44:00 はい。私の方はとりあえず以上です。 

1:44:08 規制庁の高野です。ちょっと先ほど宮本さんの方でもちょっとやりとり

あってたんですけど、 

1:44:17 ＰＲランキングモデル使ってって、ＢＢはジェイエフイーのモデル使っ

てる。 

1:44:23 これ、ＪＦ日本フジタモデルフジタモデルどっちかなんすけど、あれを

使ってるって言って何かあるんですか。 

1:44:31 いやなんかあのガイドを見ると、なんかランキンモデルって、何か統計

数が足りなくて数学的処理か何かできない時にこっち使ってもいいです

よみたいな記載が書いてあったので、何かＰＰだけ何かそういう。 

1:44:44 何か何か足りなかったのかなと思ったんですけど。 
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1:44:47 何でＰとＢで違ったのかっていうところがわかれば教えていただきた

く、 

1:44:53 北海道電力の林でございます。当時、当時Ｐが先行してた時代の時はで

すね、フジタモデルを使うというよりは、ランキン渦モデルというし、 

1:45:05 もうすでに文献とかで、 

1:45:07 書かれているもので、説明をしていこうということで進んでいったのが

実態でございまして、その後柏崎さんからですね、ＢＷＲさんで、フジ

タモデルの方が 

1:45:22 現実的な評価ができると。 

1:45:24 いうことで採用されてったということで認識しておりますけども当時

は、フジタモデルを採用するというよりは、まずは既往の文献で出てる

ランキン渦モデルで、 

1:45:39 評価をしていくということで進んでたということでございます。 

1:45:47 院長の尾野ですわかりましたありがとうございます。 

1:47:07 規制庁大塚です。ちょっと先ほどの宮本の、 

1:47:11 確認でちょっと不凍。 

1:47:14 思ったんですけど。 

1:47:16 燃料湯貯油槽タンク室って、 

1:47:20 Ａ系とＢ系で、 

1:47:23 確か、 

1:47:24 間配管で繋がって、 

1:47:27 てますよね。 

1:47:32 船橋でございます。タンク室同士っていう意味ですか。 

1:47:40 9 室同士は繋がってないですね。すいませんタンク室同士は繋がってな

くてディーゼル発電機建屋とは当然繋がってますんで双方そこからです

ね、埋設配管といいますか、それで繋がってますけど、 

1:47:57 ディーゼル発電機との、 

1:48:02 繋がってる配管は全部埋設竜巻の影響を受けない。 

1:48:06 ということでよろしく。 

1:48:09 よろしゅうございます。トレンチ構造といいますか、そういう形になっ

ておりまして、 

1:48:18 上にですね鋼板なりがありまして竜巻の影響は受けないというふうに考

えてございます。 

1:48:31 それは何かあれですか、この資料時を 

1:48:34 出てきたりするんでした。 
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1:48:39 すいませんこの資料ではですねそこまで読みきれて読み切れるところは

ございませんので 

1:48:48 ちょっとどこか。 

1:48:52 どこかいいところにといいますか。 

1:48:56 わかるように、記載をしたいと思います。 

1:49:03 大塚です。お願いします。 

1:49:35 富井アセットで 

1:49:37 全体のやつの方が、まとめた方がわかりやすいので、六条竜巻の別添 1

添付 13.5－14 のところの、 

1:49:45 可搬設備の固縛の仕方のところでちょっと確認なんですけど、 

1:49:57 これ、泊はロープってこれロープって、何を言ってんでしたっけ。 

1:50:02 北海道電力の林でございます。 

1:50:04 ワイヤーロープですね、ワイヤーとあと、皇居と、 

1:50:12 専用部、 

1:50:16 要はね、これロープって言われると本当の直のロープに聞こえて、内容

は普通だと、女川とかだと、ナイロンスリングって荷重で荷物するやつ

と同じで、ワイヤーロープって言えば、荷物を作ったり、継ぎ手する 

1:50:33 ワイヤーを意識するんだけどこれロープって書かれちゃうと本当の紐の

ロープにしか余裕がなくなっちゃうので、今ＳＡの車両ですとか、先ほ

ど言った繊維ロープっていうのを使ってますので少しそういう形で、 

1:50:50 一般的なロックじゃないっていうような形でですね記載を少し見直し、 

1:50:55 知りたいと思います。 

1:50:58 はい、わかりました。ちょっと私、1回始めたとこロープっていうのが

すごく違和感あったんで繊維って多分それ製品レスリングのこと言って

るんですかね。 

1:51:27 はい。あとですねす。14 ページで確認したいんだけどＰＰＷＲ電力でよ

くあったんだけど、 

1:51:35 この予兆の考え方。 

1:51:37 と運用を確かどっかでやってるところがあって、 

1:51:41 要は、通常は、通常は有力をしてて、竜巻になったらそれを槙に行くん

だっけ仙台がどっかでやってたと思うんだけど、泊の場合はこれ、どう

いう運用むつに貼っとくのか常にゆるめても大丈夫ですか、どっちでし

たっけ。 

1:52:00 末田林です。常常にゆるめているというか余長つき固縛ってこの 14 ペ

ージの③番の 1、 
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1:52:08 イメージで、 

1:52:10 イメージです。はい。 

1:52:12 わかりましたこれ、結構出校に行ったときに、施設どうなんだっけって

話になっなっててやっぱりそのサイトによってそういう運用を入れてる

ところがあって、 

1:52:22 要は、竜巻警報出たら抜け巻き上げに行きますと。 

1:52:28 普段はゆるめてきますとかっていう話になるんだけど、泊の場合は常に

ゆるめても大丈夫なような強度にしますってそういうことですね。は

い、わかりました。 

1:53:45 北海道電力の林でございます。 

1:53:48 続きましてですね資料の 1－1、パワポの方ですけどもをご説明させてい

ただきたいと思います。 

1:53:57 1 枚めくっていただきまして目次がございますけどたてつけとしてはで

すね本日の説明事項から基本方針をまず説明して抽出、評価対象施設の

抽出で基準竜巻設計竜巻、 

1:54:13 設計荷重の設定をして評価対象施設の設計方針を示して随伴事象に対す

る評価とあと飛来物防止対策に、の概要について、 

1:54:25 ご説明する構成にしてございます。1ページ目 1枚目ですけども本日の

説明事項ということで、 

1:54:33 まず、第 6条の要求事項に対する適合性を確認するために評価ガイドで

すね、参照して竜巻影響評価を実施すると、竜巻及びその随伴事象等に

よって、 

1:54:47 発電を原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを、評価

したということで、 

1:54:53 その結果を 10 ページに示すということで記載してございます。概要は

ということで二つ、書いてございまして、 

1:55:01 安全施設は設計竜巻の最大風速 100 メーターによる、かつ圧力、気圧差

による荷重、等設計飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して、 

1:55:12 安全機能を損なわないために飛来物の発生防止対策と、竜巻防護対策を

行うことで、安全施設の安全機能を損なわない設計とすることを確認し

てございます。 

1:55:23 まとめ資料については、2017 年 3月までに審査を受けたものから先行実

績踏まえまして、重要度分類のクラス 1に加えて安全評価上を期待する

クラス 3、 
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1:55:37 防護対象施設ということで整理してございます。その他記載の充実や表

現の適正化を図ってございます。 

1:55:46 2 枚目影響評価の基本方針でございますけどもこちらについては、竜巻

及びその随伴事象を二つ目のポツですけど事象等によって、 

1:55:57 発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを評価確

認するため、評価ガイドを参照して、 

1:56:05 毎回、以下に基本フローを示してございますけどこのフローによってタ

ツノ評価を実施する方針としてございます。 

1:56:13 3 枚目から各項もフローの並びで説明してございまして、まず外部事象

防護対象施設等の抽出については、 

1:56:24 これ 6条共通のフローということでクラスの 1に安全評価上を期待する

クラス 3を外部事象から防護する対象として抽出してございます。 

1:56:36 3、4 枚目外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設につきましては以

下のフローで抽出してございまして、 

1:56:46 ちょっとここつ注釈を入れてございますが左下三つほど注釈が入ってご

ざいまして、 

1:56:53 ※1 が循環水ポンプ建屋の注釈でございます。当該建屋内の外部事象防

護対象施設が安全機能を損なわない設計とするということから外部時外

部外郭防護機能に関する評価を実施しないということで書いてます。 

1:57:10 またということで波及的影響評価を実施するという旨を書いてございま

す。※20は、タービン建屋について、安全上支障のない期間に補修等の

対応を行うことで内包する。 

1:57:24 タービン法装置等の安全機能を損なわない設計とするということでこち

らも外部、外郭防護機能に関する評価を実施しないと書いてます。ま

た、こちらについても、波及的影響評価を実施すると。 

1:57:38 いう旨記載してございます。※3についてはこちらは、右、一番右の枠

の一番下ですけどもタービン保安装置及び主蒸気止め弁の話でございま

して、 

1:57:49 こちら先ほどのタービン建屋と同様にですね安全実証の聞くない期間に

補修等の対応を行うということで構造健全性の評価を実施しないという

ことで記載してございます。 

1:58:01 5 ページ目、Ａ－Ａに参りまして今度は波及的影響をおよぼし得る施

設。でございますがこれも以下のフローで抽出してございます。 

1:58:11 こちらの右上にですね、抽出フローは裏側に号炉と同様ということで括

弧書きで換気空調設備は除くというふうに書いてございます。 
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1:58:20 右、一番右のダイヤですけどもこのダイヤについては、大飯 34 号炉を

と同様の 

1:58:29 ものを、女川にプラスして記載しているということでございます。 

1:58:36 6 ページ目の基準竜巻設計竜巻の設定でございましてまず喫煙竜巻の設

定ですけども、以下の観点ということで四つ挙げてございまして気候区

分、 

1:58:49 あと総観場の分析に基づく地域特性、過去の竜巻中、集中地域に基づく

地域特性、あと突風関連指数に基づく地域特性、これらを確認した。 

1:59:01 結果を踏まえて竜巻検討地域を設定しているものでございます。 

1:59:06 7 枚目同じく基準竜巻の設定の続きでございまして基準竜巻の最大風速

は過去に発生した竜巻による最大風速ＶＢは 

1:59:18 竜巻検討地域における竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速とい

うことでＶＢⅡ、 

1:59:25 これをこれからですね大きな風速ということでＡＶＢ湾の風速を用いて

基準竜巻の最大風速を 

1:59:37 92 メーターに設定してございます。 

1:59:40 8 ページ目が設計竜巻の設定でございましてＣ、一番上の枠囲みですけ

ど周辺の地形や竜巻の移動方向を考慮して基準竜巻の最大風速の割り増

しの要否を検討してございまして、 

1:59:56 確認結果の下から三行でございます産業の後半ぐらいですけど基準竜巻

の割り増しは不要と考えてございますけども、将来的な気候変動による

竜巻発生の不確実性を考慮して、基準竜巻の、 

2:00:11 92 メーターを安全側に切り上げて設計竜巻の最大風速を 100 メーターに

設定してございます。 

2:00:19 9 枚目 10 枚目が設計荷重の設定でございましてこちらについては以下に

記載している通りですね、数圧力、気圧差による圧力、飛来物の衝撃荷

重、 

2:00:34 を設定してございまして、10 枚目の方では、設計竜巻荷重と組み合わせ

る荷重ということで、 

2:00:41 常時作用する荷重運転時荷重ですとか自然現象の荷重、設計基準事故時

荷重の取り扱いについてす、記載をしてございます。 

2:00:52 あと 11 枚目から、設計飛来物の設定について記載してございましてま

ず設計飛来物ですけども発電所構内における竜巻飛来物ななりうる 

2:01:04 物品を網羅的に調査してその中からですね、浮き上がりの有無、 

2:01:09 飛来物発生防止対策の可否、運転エネルギー及び貫通力を踏まえて、 
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2:01:14 構成材構成パイプ砂利を設計飛来物として選定してございます。 

2:01:20 12 枚、12 ページ目は、設計飛来物の最大風速、ごめんなさい最大水平

速度を最大直速度についてですけども、 

2:01:30 それについて衝撃荷重による影響を保守的に評価するため、ガイドで示

されている。 

2:01:36 竜巻の最大風速 100 メーターの場合と同じ値として下表の通り設定して

ございます。 

2:01:43 なおですねガイドに記載のない砂利につきましてはランキン渦を仮定し

て、風速場の中で速度を算出してございます。 

2:01:53 13 枚目ですけども評価対象施設等の設計方針ということで評価対象施設

等については設計荷重については、荷重に対して必要に応じて竜巻飛来

物防護対策設備、 

2:02:06 または運用による竜巻防護対策を講じて安全機能を損なわない設計とす

るということで設計方針としてございます。 

2:02:15 下の表のですね備考欄の方に参考資料というふうに書いてございますけ

ど、参考資料の方では個々の施設ごとのですね、設計方針を参考資料と

して添付してございます。 

2:02:28 14、14 枚目竜巻随伴事象に対する評価ですけども過去の 

2:02:35 竜巻被害事例あと、泊発電所のプラント配置を踏まえまして、竜巻椎間

事象として下火災溢水外部電源喪失を抽出してございます。 

2:02:47 その外部時、竜巻随伴事象が発生した場合の影響評価を行って外部事象

防護対象施設が安全機能を損なわない損なわないことを確認してござい

ます。 

2:02:59 15 枚目飛来物の発生防止対策の概要ですけども、設計飛来物より運動エ

ネルギーまたは貫通力が大きいもの、 

2:03:08 評価対象施設に到達するものについては、固定、固縛等を実施すること

で考えてございます。 

2:03:16 次 16 年目以降は参考資料ということでここの設計方針を記載しており

ます。説明は以上でございます。 

2:03:30 規制庁大塚です。ご説明ありがとうございました。 

2:03:35 ちょっと私見たところ特に、 

2:03:37 個別のコメントないんですけど、これって説明時間はどれくらいでした

っけ。 

2:04:12 そうです。規制庁大塚です。 

2:04:15 基本的な設計がずっと書かれてて、特に、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:04:20 あれなんですよね。一応、多分以前、違うチームでも聞いてる話だと思

うんですけど、何か泊独自の設計とかって、何か 

2:04:31 入れ込むことって聞いるんでしょうか。 

2:04:35 特にないですか 

2:04:37 泊独自の設計というのは多分ないと思ってまして、ただその循環水ポン

プ建屋ですとかね、ああいうのは 

2:04:46 設計方針として市は独自ではないと思ってるんですけども、ちょっと建

屋の扱いの話は、確かに循環水ポンプ建屋自体はですね、泊。 

2:04:56 独自といえば独自なのかもしれませんのでそのぐらいかなとは思うんで

すけども。 

2:05:13 まずね全体的に特にコメントはないんだけど、4ページ目いきまして、 

2:05:20 これ度本装置のやつで、これしつこく書き過ぎかなと思っていて、 

2:05:25 要は※2Ｄ多分全部の話って、伝わるんだよね多分ね。 

2:05:30 ※3 も安全上支障の脅威教えすることって、コミュニも安全上支障なく

実施負傷することこれ、建屋とあれの違いはあるんだけど、これは別に

※2だけでいいと思うので、 

2:05:41 もう小部さんはいらないかなと。 

2:05:44 別にそこにこっちのタービ本装置のところにも※3付ける必要なくて、

別にもうここに※2の中に中身入ってるので、もうそこはもうそれで説

明図 

2:05:55 すればいいかなと思うのでそこはいいと思います。よく確認してくださ

い。 

2:06:00 あとですね 

2:06:03 ちょっと全体的に、 

2:06:06 字が多いんで、 

2:06:07 もう少しちょっと絞ってもいいかなって絞ってもいいっていうのは、備

考に飛ばしてもさ、参考に飛ばしてもいいかなと思っていて、 

2:06:16 そうですね。 

2:06:20 例えば 

2:06:27 この 6ページなんていうのは、おっしゃる通りで、中身はそのままの事

実なんだけど、これを何か出す必要は多分なくて多分 7ページだけでい

いかなっていう気も。 

2:06:39 していて、何が必要かって言ったらこれ 92 メーターっていうところの

結果に対して、過去に発生したものが 92でハザード曲線が 70.7 で比較

すると 92ってここは、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:06:50 重要なところであってそれ以外のところは別にそんなにいらないかなと

思うので、ここはよく確認し検討していただければなと。で、あとねさ

っき大塚が言ったと思うんですけど少し私もその、 

2:07:04 特徴的なやつは入れた方がいいかなと思っているのは、 

2:07:08 全体資料の方がわかりやすいので全体資料ねこの一つだけ入ってるＡ3

のやつがあるじゃないすか。この六条竜巻別添 1添付 3.2－1 ってやつ

があると思うんだけど、 

2:07:24 これのね、その下の音飛散防止対策っていうところの資材、資機材及び

車両管理エリアってこれ結構重要な話で、これが今回入ってないと。 

2:07:36 隣の車、車両の固縛イメージっていう、これの方がなかなかいい絵なん

だけど、 

2:07:43 パワーポイントついてるやつの方がちょっと何かすごい単純な絵になっ

てるんだけど、 

2:07:50 多分ここの方、 

2:07:52 衛藤図の方がすごくわかりやすいのと、あと下の竜巻防のね、防護ネッ

トのイメージ図でこれも 

2:08:03 ともに特徴とまでは言わないんだけど、 

2:08:08 一つの対策としてのわかりやすい例なので、これを多分絵として、 

2:08:15 本本文か参考資料側に入れていただいた方が、 

2:08:19 わかりやすいかなと結局、参考資料に飛んでも全部Ｇでしかなくて、 

2:08:27 さっき言った 

2:08:29 設備は適切で抽出されてるんだけど、じゃあ何野瀬対応するかっていう

事例は書いてあるんだけど、そこの部分っていうのは、逆にここで書か

れている内容の方がわかりやすいかなと思うんでこれをちょっと参考に

入れていただければなと思います。いいですかね。 

2:08:47 北海道電力の林でございます。 

2:08:49 飛散防止対策エリアを定めてこういう固縛を実施しますっていうのがま

ず一つ。 

2:08:58 と、あと、対策としてこれこれいろいろあるんだけど例えば防護ネット

の対策はこんな形でやりますと。 

2:09:07 いうようなことがわかるように参考資料に入れるということで理解しま

したので、そのようにさせていただきたいと思います。 

2:09:20 一応です 15 ページなんですけどこれちょっとごめんなさいさっきも聞

いたところで、うまくわかんなくなっちゃって、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:09:28 地震時の機能要求があるかでＹｅｓになって、加振試験時に固定するか

点とリスクのありなしであるものについては、 

2:09:40 固縛状態での加振試験をして、今度最後緊張工学で加振試験時に機能維

持、維持できませんってなるとで、 

2:09:50 あれですよね余長のついてる固縛になりますっていうのでそうするとあ

れなんですかねこれフロー上見ると、加振試験の転倒リスクの 

2:10:01 話と一緒になっちゃうっていうことなんですかね。 

2:10:07 なんか 1回右で転倒リスクありで行ったものが最後転倒リスクなしで持

ってくるのと一緒に合流しちゃって何か。 

2:10:14 なんかこれ、安全上問題があるようなフローになってるんですけどこれ

って何か先行も一緒なのかなと思って。 

2:10:23 北海道電力の林でございます。 

2:10:26 このフローはですね、島根さんのフローを参考にしてまして、島根さん

が緊張固縛を 

2:10:35 女川さんではないんですけども、緊張固縛っていうのを、 

2:10:39 使っていて、当社もですね緊張固縛を使ってるもんですから、島根さん

とですね、やり方を同じＥだということで島根さんのフローをですね参

考にさせていただいてるってのが実態でございます。 

2:11:12 少々お待ちください。 

2:15:35 尾野です 

2:15:37 ちょっと 

2:15:39 確認、私野瀬、頭の中の整理ができたら大丈夫ですすみません。 

2:15:45 はい。北海道電力林でございます。 

2:15:48 少しフロー上わかりにくい点がもしかしたらあるかもしれないので 

2:15:55 直せるところがもしあればですね、少し考えさせていただきたいと思い

ます。 

2:16:06 規制庁大塚です。 

2:16:08 と規制庁アキモトさん何かコメント等ありますでしょうか。 

2:16:16 特にありません。 

2:16:19 承知しました。 

2:16:20 当事業者側からほかに説明やコメント等ありますでしょうか。 

2:16:27 こちらからありません。 

2:16:29 はい。規制庁大塚ですそれではこれで本日のヒアリングは終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

 


